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◆
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生

徒
を
募
集
し
て
い
ま
す

応
募
資
格
＝
平
成
26
年
４
月
１

日
現
在
、「
15
歳
以
上
17
歳
未
満

の
男
子
中
学
校
等
卒
業
者
お
よ
び

卒
業
予
定
者
／
受
付
期
間
＝
推
薦

試
験
は
11
月
１
日
㊎
～
12
月
６
日

㊎
ま
で
、
一
般
試
験
は
11
月
１
日

㊎
～
平
成
26
年
１
月
10
日
㊎
ま
で

（
締
切
日
必
着
）／
試
験
期
日
＝
推

薦
は
平
成
26
年
１
月
11
日
㊏
～
１

月
13
日
㊊
の
間
の
指
定
す
る
１

日
、
一
般
は
平
成
26
年
１
月
18
日

㊏
（
第
１
次
試
験
）／
卒
業
資
格
、

待
遇
な
ど
＝
要
問
合
せ

お
問
い
合
わ
せ
は
、

自
衛
隊
茂
原
地
域
事
務
所

☎
�
０
４
５
２
へ
。

『
完
全
失
業
率
』
は
、
こ
の
調
査
を

も
と
に
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

対
象
と
な
っ
た
ご
世
帯
に
は
、

調
査
員
が
お
伺
い
し
ま
す
の
で
、
調

査
へ
の
ご
回
答
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
調
査
対
象

長
尾
・
上
永
吉
地
区
の
一
部
の

世
帯

・
調
査
期
間

12
月
～
平
成
26
年
４
月
（
準
備

調
査
１
カ
月
、
本
調
査
４
カ
月
）

※�

調
査
員
は
、
千
葉
県
知
事
発
行

の
調
査
員
証
を
携
帯
し
て
い
ま

す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

千
葉
県
総
合
企
画
部
統
計
課

☎
０
４
３（
２
２
３
）２
２
２
０
へ
。

・
扶
養
親
族
等
申
告
書
を
提
出
し

な
く
て
控
除
が
受
け
ら
れ
な

か
っ
た
と
き

※�

確
定
申
告
の
際
に
必
要
と
な

る
、
年
金
の
源
泉
徴
収
票
は
１

月
下
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

市
国
保
年
金
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
３
、Ｆ
⒇
１
６
０
０
へ
。

◆
労
働
力
調
査
に
ご
協
力
を

総
務
省
統
計
局
と
千
葉
県
で

は
、
毎
月
、
労
働
力
調
査
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

こ
の
調
査
は
、
国
の
経
済
政
策
や

雇
用
対
策
な
ど
の
基
礎
資
料
を
得

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
重
要
な
調
査

で
、
総
務
省
が
毎
月
公
表
し
て
い
る

縦
覧
期
間
＝
12
月
３
日
㊋
～
７
日
㊏

縦
覧
場
所・お
問
合
せ
は
、

市
選
挙
管
理
委
員
会
（
６
階
）

☎
⒇
１
５
２
９
、Ｆ
⒇
１
６
０
４
へ
。

◆
年
金
受
給
者
の
方
、
扶
養
親
族

等
申
告
書
は
期
限
ま
で
に
提
出
し

ま
し
ょ
う

国
内
に
お
い
て
公
的
年
金
な
ど

の
支
払
い
を
受
け
る
居
住
者
は
、

原
則
と
し
て
、
公
的
年
金
な
ど
の

受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
を

提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
申
告
書
を
提
出
し
な
い
と

源
泉
徴
収
の
段
階
で
受
け
る
こ
と

の
で
き
る
人
的
控
除
な
ど
が
受
け

ら
れ
な
い
こ
と
と
な
り
ま
す
。

提
出
す
る
必
要
の
あ
る
方
に

は
、
毎
年
11
月
上
旬
ま
で
に
日
本

年
金
機
構
か
ら
申
告
書
が
送
付
さ

れ
ま
す
の
で
、
12
月
２
日
の
提
出

期
限
ま
で
に
必
ず
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

な
お
、
次
に
該
当
す
る
と
き

は
、
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

・
2
カ
所
以
上
か
ら
年
金
を
受
け

て
い
る
と
き

・
年
金
以
外
に
所
得
が
あ
る
と
き

・
年
金
の
源
泉
徴
収
で
は
受
け
る

こ
と
が
で
き
な
い
各
種
控
除

（
医
療
費
控
除
、
社
会
保
険
料

控
除
な
ど
）
が
あ
る
と
き

◆
落
合
橋
が
開
通
し
ま
し
た
！

こ
の
た
び
、
千
葉
県
施
工
に
よ

る
国
道
１
２
８
号
茂
原
市
早
野
新

田
地
先
の
二
級
河
川
阿
久
川
に
架

か
る
落
合
橋
の
橋
梁
工
事
が
完
成

し
、
11
月
７
日
か
ら
通
行
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

工
事
期
間
中
の
ご
協
力
に
感
謝

す
る
と
と
も
に
、
引
き
続
き
迂
回

路
撤
去
等
の
工
事
を
行
っ
て
ま
い

り
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

県
長
生
土
木
事
務
所
建
設
課

☎
�
３
７
０
３
、Ｆ
�
３
３
４
３
へ
。

◆
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧

選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
12
月

２
日
に
登
録
す
る
選
挙
人
名
簿
お

よ
び
同
日
ま
で
に
登
録
す
る
在
外

選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

茂原市台風災害義援金を受付中
台風26号の災害義援金を三つの方法で受け付け

しています。義援金受け付けの終了は未定ですが、
振込手数料・郵便料の無料期間は11月29日㊎ま
でとなっていますので、ご注意ください。

 義援金箱 　
市役所総合案内・会計課・市民課、本納支所、
鶴枝公民館、東部台文化会館

 義援金口座 　
千葉銀行茂原支店　
　普通預金　3999798　
　口座名義　茂原市台風災害義援金

ゆうちょ銀行　
　口座記号番号　00170-5-764658　
　加 入 者 名　茂原市台風災害義援金
※�義援金振込手数料は、義援金口座のある金融機
関本支店窓口・全国の郵便局窓口のみ無料。す
べてのATM等、他行からの振込みは有料。

 現金書留送付先 　
〒297-8511��茂原市道表１番地　
茂原市役所会計課「茂原市台風災害義援金」
※�封筒表面に「救助用郵便」表記により手数料無料。

 振込手数料・郵便料金無料期間 　

11月29日㊎まで
※�口座振込・現金書留で領収書が必要な方は、お
問い合わせください。

　広報もばら臨時号裏面の「義援金受付期間」を「義援金振込手数
料無料期間」にお詫びして訂正いたします。

お問い合わせは、市会計課（2階）
☎（20）1576、Ｆ（20）1609へ。


